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令和３年第８回 議会運営委員会 会議結果 

（第２回定例会中日）R3年(2021年)６月15日(火) ９:00～９:19 第１委員会室 

 

《出席者》永井 委員長（兼 公明党代表）、清水 勇 副委員長（兼 会派きぼう代表）、 

清水優一郎 委員、竹村 委員、佐々木 委員、木下 委員、熊谷 委員（兼 新政いいだ代表）、 

原 委員（兼 会派みらい代表）、井坪 議長、山崎 副議長、古川 委員外議員（日本共産党代表） 

 

【○説明事項、□意見、★決定事項、◎会派検討依頼事項】 

---------------------------------------------------------------------------- 

１ 第２回定例会中日追加議案の概要について（執行機関側から） 

★説明のとおり確認 

○執行機関側より一般案件１件、予算案件２件の計３件として、第２回定例会中日の 

６月16日に提出する。 

○予算案件の一般会計第２号補正予算案は、即決を希望。 

 

２ 追加議案の取り扱いについて 

★説明のとおり決定 

〇議案第63号から議案第65号までの３件については、議案説明、質疑を行った後、付託

議案一覧表のとおり、それぞれの所管委員会に付託し、審査を願う。予算案件に関し

ては、予算決算委員会へ付託する。 

○議案第64号「令和３年度飯田市一般会計補正予算（第２号）案」については、即決を

希望されているので、本会議休憩中の委員会で審査を願う。 

○なお、これらの付託議案に関する質疑については、議案説明後、議長から、質疑を終

結してよいか確認を行い、挙手がある場合は、質疑通告の時間、続いて質疑の時間を

確保する。 

 

３ 一般質問の日程等について 

 ★説明のとおり決定 

○一般質問を通告された議員は、17人。６月15日は９人、６月16日は８人の一般質問を

行う。 

○議事日程第３号は、６月16日の日程。開会時刻は、午前９時。６月15日に続いて一般

質問を行い、一般質問終了後、先ほど決定の追加議案の議案審議を日程第４で行う。 

○日程第５で請願１件の上程、委員会付託する。 
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４ 請願及び陳情について 

 ★説明のとおり決定 

○請願書の写しは、６月４日に議席配布済み。 

○請願文書表の受理番号２により請願者の住所氏名、要旨、紹介議員を確認。 

○受理番号２の請願の審査は、会議規則第134条第１項の規定により、社会文教委員会

に付託し、審査を願う。 

 

５ 最終日の日程等について 

 ★説明のとおり確認 

○６月28日の日程は、午前９時から予算決算委員会後期全体会を開催し、その後、午前

11時から議会運営委員会を開催。本会議は午後1時からとなる。 

○本会議は、日程第１、第２の所定の手続きの後、日程第３で、リニア推進特別委員会

での審査、また常任委員会での請願陳情の審査の終了を受け、委員長報告。続いて、

日程第４で議案審議を行う。 

○審査結果に対して、反対・賛成の討論、反対・賛成の意思表示又は修正の動議を提出

される場合は、レジュメ表紙に記載のとおり、６月24日木曜日の午後５時までに、通

告書又は修正動議の案を書面にて事務局へ提出されたい。 

○なお、追加議案があったら上程をし、説明、質疑通告の時間を取り、必要に応じて、

委員会付託、委員会を開催した後に、委員長報告、質疑、討論、採決という順序で進

める。 

○議員及び委員会提出議案につきましては、請願・陳情その他により、上程されれば審

議する。また、会期中に請願・陳情の提出があれば、日程第５として上程をして委員

会付託までを願う。 

○日程第６は、各常任委員会からの閉会中の継続審査（調査）の申し出を、日程第７

は、議員派遣について議決願う。 

 

６ 市議会会議規則の改正について（請願書への押印関係） 

 ★６月28日の第２回定例会閉会日に議会議案として提出することを決定。 

○会議規則の改正提案の経過について、清水勇副委員長より説明あり。 

○説明内容は、市民が請願書及び陳情書を市議会へ提出する際には、市議会会議規則の

規定により記名押印を求めてきているところであるが、政府の押印廃止の方針を受

け、署名による方法も選択できるよう、市議会会議規則の改正を求めるもの 

○一般選挙後の会派代表者会で、この請願書の押印関係については会議規則を改正して

いく方向を確認してきている。 

○提案書の詳細については、事務局より補足。改正理由は、清水副委員長の説明のとお

り。請願書の提出の際に求めている記名押印を廃止するのではなく、署名も可とする
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ように、条文を改正するもの。 

○その改正の考え方は、項目２のとおり。特に、身体的な理由で署名ができない場合も

想定し、選択肢として記名押印を残す考え。 

○新旧対照表、議会議案の文案を提示。議案の文案については、市の例規担当が確認し

ている。 

 

 

７ 議長記者会見について 

 ★説明のとおり確認 

○６月29日（火）午前10時より第２委員会室において、議長記者会見を開催すること

を、井坪議長が説明。内容は、詰めていく。 

 

８ その他 

 ★当面の日程について確認。 

以上 

 


